
令和4年1月11日～令和4年2月8日

11 火 1月定例教育委員会　直方青年会議所新春挨拶会

12 水 １月定例校長会議　 コロナ対策本部会議

13 木 １月教育長会　教育長面談

14 金 教育長面談

15 土

16 日

17 月 教育長面談

18 火

19 水

20 木

21 金 コロナ対策本部会議

22 土

23 日 子どもアート大賞展表彰式　

24 月

25 火 県庁教育要望　コロナ対策本部会議

26 水 文化財防火デー消防訓練

27 木

28 金

29 土

30 日

31 月

1 火 定例校長会議・検証委員会

2 水

3 木

4 金 DX推進本部会議（令和3年度第7回）

5 土

6 日

7 月

8 火 2月定例教育委員会

教育委員会行事予定

２月



令和4年2月9日～令和4年2月28日

9 水  小中一貫教育推進本部会

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火 福岡教育大学教職大学院研究報告会

16 水 教育事務所初任研閉講式

17 木 直方市初任者研修閉講式

18 金 提案説明

19 土

20 日

21 月 一般質問

22 火 一般質問

23 水

24 木 一般質問

25 金 研究所論文表彰式・発表会　　　　　  　　　  　　  　　一般質問

26 土 直方市環境サミット（未定）

27 日

28 月

教育委員会行事予定



 

 

 

議案第３０号 

 

 

 

 

  直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について、別紙の 

とおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 4年 2月 8日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料１ 



直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則  

 

（直方市児童生徒就学援助規則の一部改正）  

第1条 直方市児童生徒就学援助規則（平成 19年直方市教育委員会規則第9号）の

一部を次のように改正する。  

別表中「21,890円」を「22,690円」に改める。  

第2条 直方市児童生徒就学援助規則の一部を次のように改正する。  

別表7の部中「直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和 2年直

方市規則第1号）第7条」を「直方市学校給食費の管理に関する条例施行規則（令

和3年直方市規則第50号）第9条」に、「実費」を「直方市学校給食費の管理に

関する条例施行規則第10条に定める額」に改める。  

 

附 則 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年8

月1日から施行する。  

 



直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 

費目名 学校種別 学年 金額 

1 学用品費及び

通学用品費 

小学校 1 (月額)1,100円 

2～6 (月額)1,290円 

中学校 1 (年額)25,040円 

2～3 (年額)27,310円 

2 新入学児童生

徒学用品費 

小学校 1 51,060円 

中学校 1 60,000円 

3 修学旅行費 小学校 6 22,690円 

中学校 2 60,910円 

4 社会見学旅行

費 

小学校 4～5 2,090円 

5 自然教室費 小学校 5 4,000円 

6 ふれあい学級

宿泊訓練費 

中学校 1 6,210円 

7 学校給食費 小学校 1～6 直方市小学校給食費の管理に

関する条例施行規則(令和2年

直方市規則第1号)第7条に定

める額 

中学校 1～3 実費 

8 医療費 小学校 該当児童生徒が在籍する学校におい

て受診した健康診断において診断さ

れた学校保健安全法(昭和33年法律第

56号)第24条に規定する政令で定めた

中学校 

費目名 学校種別 学年 金額 

1 学用品費及び

通学用品費 

小学校 1 (月額)1,100円 

2～6 (月額)1,290円 

中学校 1 (年額)25,040円 

2～3 (年額)27,310円 

2 新入学児童生

徒学用品費 

小学校 1 51,060円 

中学校 1 60,000円 

3 修学旅行費 小学校 6 21,890円 

中学校 2 60,910円 

4 社会見学旅行

費 

小学校 4～5 2,090円 

5 自然教室費 小学校 5 4,000円 

6 ふれあい学級

宿泊訓練費 

中学校 1 6,210円 

7 学校給食費 小学校 1～6 直方市小学校給食費の管理に

関する条例施行規則(令和2年

直方市規則第1号)第7条に定

める額 

中学校 1～3 実費 

8 医療費 小学校 該当児童生徒が在籍する学校におい

て受診した健康診断において診断さ

れた学校保健安全法(昭和33年法律第

56号)第24条に規定する政令で定めた

中学校 



疾病について、診療報酬を基準として

算定した医療費総額から健康保険等

が負担すべき額を控除した自己負担

相当額 

9 通学費 小学校 1～6 実費 

中学校 1～3 
 

疾病について、診療報酬を基準として

算定した医療費総額から健康保険等

が負担すべき額を控除した自己負担

相当額 

9 通学費 小学校 1～6 実費 

中学校 1～3 
 

備考 備考 

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申

請した被援助保護者に対してのみ支給する。 

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申

請した被援助保護者に対してのみ支給する。 

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学

級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場

合には、その実費を上限として給付を行う。 

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学

級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場

合には、その実費を上限として給付を行う。 

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までと

する医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月まで

については、原則として、医療費の給付は行わない。 

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までと

する医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月まで

については、原則として、医療費の給付は行わない。 

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定めら

れた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のう

ち、児童については片道4キロメートル、生徒については片

道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通

学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学し

ている場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対

象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。 

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定めら

れた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のう

ち、児童については片道4キロメートル、生徒については片

道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通

学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学し

ている場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対

象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。 

 



直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 

費目名 学校種別 学年 金額 

1 学用品費及び

通学用品費 

小学校 1 (月額)1,100円 

2～6 (月額)1,290円 

中学校 1 (年額)25,040円 

2～3 (年額)27,310円 

2 新入学児童生

徒学用品費 

小学校 1 51,060円 

中学校 1 60,000円 

3 修学旅行費 小学校 6 21,890円 

中学校 2 60,910円 

4 社会見学旅行

費 

小学校 4～5 2,090円 

5 自然教室費 小学校 5 4,000円 

6 ふれあい学級

宿泊訓練費 

中学校 1 6,210円 

7 学校給食費 小学校 1～6 直方市学校給食費の管理に関

する条例施行規則(令和3年直

方市規則第50号)第9条 に定

める額 

中学校 1～3 直方市学校給食費の管理に関

する条例施行規則第10条に定

める額 

8 医療費 小学校 該当児童生徒が在籍する学校におい

て受診した健康診断において診断さ中学校 

費目名 学校種別 学年 金額 

1 学用品費及び

通学用品費 

小学校 1 (月額)1,100円 

2～6 (月額)1,290円 

中学校 1 (年額)25,040円 

2～3 (年額)27,310円 

2 新入学児童生

徒学用品費 

小学校 1 51,060円 

中学校 1 60,000円 

3 修学旅行費 小学校 6 21,890円 

中学校 2 60,910円 

4 社会見学旅行

費 

小学校 4～5 2,090円 

5 自然教室費 小学校 5 4,000円 

6 ふれあい学級

宿泊訓練費 

中学校 1 6,210円 

7 学校給食費 小学校 1～6 直方市小学校給食費の管理に

関する条例施行規則(令和2年

直方市規則第1号)第7条に定

める額 

中学校 1～3 実費                      

                          

       

8 医療費 小学校 該当児童生徒が在籍する学校におい

て受診した健康診断において診断さ中学校 



れた学校保健安全法(昭和33年法律第

56号)第24条に規定する政令で定めた

疾病について、診療報酬を基準として

算定した医療費総額から健康保険等

が負担すべき額を控除した自己負担

相当額 

9 通学費 小学校 1～6 実費 

中学校 1～3 
 

れた学校保健安全法(昭和33年法律第

56号)第24条に規定する政令で定めた

疾病について、診療報酬を基準として

算定した医療費総額から健康保険等

が負担すべき額を控除した自己負担

相当額 

9 通学費 小学校 1～6 実費 

中学校 1～3 
 

備考 備考 

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申

請した被援助保護者に対してのみ支給する。 

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申

請した被援助保護者に対してのみ支給する。 

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学

級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場

合には、その実費を上限として給付を行う。 

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学

級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場

合には、その実費を上限として給付を行う。 

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までと

する医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月まで

については、原則として、医療費の給付は行わない。 

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までと

する医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月まで

については、原則として、医療費の給付は行わない。 

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定めら

れた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のう

ち、児童については片道4キロメートル、生徒については片

道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通

学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学し

ている場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対

象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。 

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定めら

れた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のう

ち、児童については片道4キロメートル、生徒については片

道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通

学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学し

ている場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対

象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。 

 



 

 

 

議案第３１号 

 

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会規則の整理に関す

る規則の制定について 

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会規則の整理に関す

る規則の制定について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和４年２月８日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第２条第２号の規定により提案するもの

である。 

資料２ 



押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会規則の整理に関する規則  

(直方市立図書館条例施行規則の一部改正) 

第1条 直方市立図書館条例施行規則(平成17年直方市教育委員会規則第8号)の一部を

次のように改正する。 

  様式第6号を次のように改める。



様式第6号(第8条関係) 

特 別 貸 出 申 請 書 

直方市立図書館長 様 

年  月  日  

申

請

者 

住 所  

氏 名 （ＴＥＬ        ） 

責 任 者 名 （ＴＥＬ        ） 

機 関 名 
団 体 名 

 
（ＴＥＬ        ） 

利

用

目

的 

１ 資料の復刻・翻刻のため 

２ 資料掲載のため（掲載資料名                   ） 

３ 資料の放映のため 

４ その他（                            ） 

利

用

資

料 

資 料 名 資料ＩＤ 請 求 記 号 冊 数 

    

    

    

    

    

 合計           冊 

下記条件に異存ありませんので上記資料の特別利用をおねがいいたします。 

記 

１ 上記目的以外に使用しないこと。 

２ 資料が直方市立図書館（寄託資料の場合は所蔵者）の所蔵にかかるものである

ことを明示すること。 

３ 著作権を有する資料について許可を受けようとするものは、著作権者の許諾書

を添付すること。 

４ 寄託資料について許可を得ようとするものは、所蔵者の許諾書を添付すること。 

５ 作成物を納付すること。（印刷刊行物については３部） 

＜図書館記入欄＞ 

受付日      年  月  日 
＜特記事項＞※承認不可の場合、理由を

明記 

 受 付 担 当 係 係 長 館 長  

 
    

 

  

連絡日      年  月  日 



 
  様式第9号及び様式第10号を次のように改める。 



様式第9号（第14条関係） 

特 別 複 写 申 込 書 

直方市立図書館長 様 

      年  月  日  

申

請

者 

住 所  

氏 名 （ＴＥＬ        ） 

責 任 者 名 （ＴＥＬ        ） 

機 関 名 
団 体 名 

 
（ＴＥＬ        ） 

利
用
目
的 

１ 資料の復刻・翻刻のため 
２ 資料掲載のため（掲載資料名                   ） 
３ 資料の放映のため 
４ その他（                            ） 

利

用

資

料 

資 料 名 資料ＩＤ 請 求 記 号 冊 数 

    

    

    

    

    

使 用 機 器 
 

撮影量（    ）枚撮り×（    ）本 

撮影予定期間 年  月  日～    年  月  日（  日間） 

下記条件に異存ありませんので上記資料の特別複写・自写の許可をおねがいいた
します。 

記 
１ 上記目的以外に使用しないこと。 
２ 複写に伴い原本の解体、修復、再生などを必要とする場合は、その経費は、申
請者が負担すること。 

３ 複製物を掲載又は引用等をする場合は、原本が直方市立図書館（寄託資料の場
合は所蔵者）の所蔵にかかるものであることを適宜の方法により表示すること。 

４ 無断で複製物を再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は複製物を販売し、譲
渡し、若しくは交換物として使用しないこと。 

５ 複製物の使用によって著作権法上の問題が生じた場合は、申請者がその責任を
負うこと。 

６ 撮影方法等については係員の指示に従って行なうこと。 

＜図書館記入欄＞ 

受付日      年  月  日 
＜特記事項＞※承認不可の場合、理由を明

記 

 受付担当 係 係 長 館 長  

 
    

 

  

連絡日      年  月  日 



 
様式第10号（第14条関係） 

特 別 複 写 承 認 書 

 承 認 印 

年  月  日  

直方市立図書館長           
 

      年  月  日  

申

請

者 

住 所  

氏 名 又 は 

責 任 者 名 

  

（ＴＥＬ        ） 

機 関 名 

団 体 名 

  

（ＴＥＬ        ） 

利

用

目

的 

１ 資料の復刻・翻刻のため 

２ 資料掲載のため（掲載資料名                   ） 

３ 資料の放映のため 

４ その他（                            ） 

利

用

資

料 

資 料 名 資料ＩＤ 請 求 記 号 冊 数 

    

    

    

    

    

使 用 機 器 
 

撮影量（    ）枚撮り×（    ）本 

撮影予定期間 年  月  日～    年  月  日（  日間） 

下記条件を付し、上記資料の特別複写・自写の許可を承認します。 

記 

１ 上記目的以外に使用しないこと。 

２ 複写に伴い原本の解体、修復、再生などを必要とする場合は、その経費は、申

請者が負担すること。 

３ 複製物を掲載又は引用等をする場合は、原本が直方市立図書館（寄託資料の場

合は所蔵者）の所蔵にかかるものであることを適宜の方法により表示すること。 

４ 無断で複製物を再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は複製物を販売し、譲

渡し、若しくは交換物として使用しないこと。 

５ 複製物の使用によって著作権法上の問題が生じた場合は、申請者がその責任を

負うこと。 

６ 撮影方法等については係員の指示に従って行なうこと。 



  

(直方市文化財保護条例施行規則の一部改正) 

第2条 直方市文化財保護条例施行規則(昭和60年直方市教育委員会規則第1号)の一部

を次のように改正する。 

  様式第3号から様式第15号までを次のように改める。 



様式第3号（第3条関係） 

直方市文化財指定書（認定書）再交付申請書 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

申請者（住所）           

（氏名）           

 下記のとおり指定書（認定書）を滅失し（き損し、亡失し、盗み取られ）ました

ので再交付を申請します。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書（認定書）の記号番号及び指定年月日 

３ 滅失（き損、亡失、盗難）発見の年月日 

４ その他参考となる事項 



様式第4号（第4条関係） 

直方市文化財管理責任者選任（解任）届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（住所）           

（氏名）           

 下記のとおり管理責任者を選任（解任）しましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 文化財の所在地 

４ 管理責任者の氏名（名称）及び住所 

５ 選任（解任）の年月日 

６ 選任（解任）の理由 

７ その他参考となる事項 



様式第5号（第5条関係） 

直方市文化財所有者変更届              

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

旧所有者  

住 所           

氏 名 (名称)           

新所有者 住 所           

氏 名 (名称)           

 下記のとおり変更しましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 文化財の所在地 

４ 旧所有者の氏名（名称）及び住所 

５ 新所有者の氏名（名称）及び住所 

６ 変更の年月日 

７ 変更の理由 

８ その他参考となる事項 

 （注）１ この届書には指定書を添付すること。 

    ２ 史跡、名勝、天然記念物の所有者変更の場合で指定地域の一部について所有

者を変更するときは、第６号としてその地域の地番、地目及び地積を記載し、

第６号以下を順次１号ずつ繰り下げるものとする。



様式第6号（第5条関係） 

直方市文化財保持者死亡（傷病）届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

相続人（保持者）住所        

氏 名（名称）           

 下記のとおり死亡（傷病が発生）しましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定通知書の記号番号及び指定年月日 

３ 保持者の氏名（名称）及び住所 

４ 死亡（傷病発生）年月日 

５ その他参考となる事項 



様式第7号（第5条関係） 

直方市文化財保持団体解散（消滅）届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

旧保持団体住所           

氏 名（名称）           

 下記のとおり解散（消滅）しましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称 

２ 保持団体が解散（消滅）した年月日 

３ 保持団体が解散（消滅）した理由 

４ その他参考となる事項 



様式第8号（第6条関係） 

直方市文化財所有者（管理責任者・保持者）

の氏名（名称）又は住所変更届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者、保持者）住所     

氏 名（名称）              

 下記のとおり変更しましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書（指定通知書）の記号番号及び指定年月日 

３ 文化財の所在地 

４ 所有者（管理責任者、保持者）の旧氏名（旧名称）又は旧住所 

５ 所有者（管理責任者、保持者）の新氏名（新名称）又は新住所 

６ 変更年月日 

７ 変更の理由 

８ その他参考となる事項 



様式第9号（第6条関係） 

直方市無形文化財保持団体の変更届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

保持団体住所              

名称（代表者氏名）           

 下記のとおり変更（異動、解散）しましたのでお届けします。 

記 

１ 無形文化財の名称及び指定年月日 

２ 保持団体の旧名称（旧所在地、旧代表者住所氏名） 

３ 保持団体の新名称（新所在地、新代表者住所氏名） 

４ 保持団体異動構成員の住所氏名 

５ 変更（異動、解散）の年月日 

６ 変更（異動、解散）の理由 

７ その他参考となる事項 



様式第10号（第7条関係） 

直方市文化財滅失（き損・亡失・盗難）届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者）住所      

氏 名（名称）           

 下記のとおり滅失し（き損し、亡失し、盗み取られ）ましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 文化財の所在地 

４ 所有者（管理責任者）の氏名（名称）及び住所 

５ 滅失（き損、亡失、盗難）の日時及び場所 

６ 滅失（き損、亡失、盗難）の事実を知った日時 

７ 滅失（き損、亡失、盗難）した当時における管理状況 

８ 滅失（き損、亡失、盗難）の状況及び発見後の処置 

９ 今後の処置に対する希望 

10 その他参考となる事項 

 （注）１ き損の場合は、き損の状況を示す写真を添付すること。 

    ２ 滅失の場合は、指定書を添付すること。 

    ３ 史跡、名勝、天然記念物がき損した場合は、第９号としてき損の結果、当該

史跡、名勝、天然記念物がその保存上受ける影響を記載し、第９号以下を順次

１号ずつ繰り下げるものとする。



様式第11号（第8条関係） 

直方市文化財所在場所変更届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者）住所      

氏 名（名称）           

 下記のとおり所在場所が変更しましたのでお届けします。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 所有者（管理責任者）の氏名（名称）及び住所 

４ 旧所在場所 

５ 新所在場所 

６ 変更の年月日 

７ 変更の理由 

８ 変更前の所在場所に復することが明らかな場合はその時期 

９ その他参考となる事項 

 （注）第８号の時期を変更したとき、又は変更前の所在の場所に復したときは、速やか

にその旨をこの変更届様式に準じて届け出ること。



様式第12号（第9条関係） 

直方市文化財現状変更許可申請書 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者）住所      

氏 名（名称）           

 下記のとおり現状変更を申請しますので許可願います。 

記 

１ 文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 文化財の所在地 

４ 所有者の氏名（名称）及び住所 

５ 変更の理由 

６ 変更の内容と実施の方法 

７ 施工の予定期間 

８ 施工予定者の氏名（名称）住所及び略歴 

９ 変更に要する経費 

10 その他参考となる事項 

 （注）１ 施工仕様書、設計書及び見積書を添付すること。 

    ２ 変更しようとする部分（地域）の「キヤビネ」型以上の写真（変更箇所を表

示すること）を添付すること。 

    ３ 史跡、名勝、天然記念物の場合は、変更しようとする地域及び地域の状況を

表した実測図（地番を記し変更箇所を表示すること。）を添付すること。 

    ４ 所有者が申請する場合は、第４号の事項については記載の必要はないこと。



様式第13号（第9条関係） 

直方市有形民俗文化財現状変更届 

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者）住所      

氏 名（名称）           

 下記のとおり現状変更をいたしますのでお届けします。 

記 

１ 有形民俗文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 有形民俗文化財の所在地 

４ 所有者の氏名（名称）及び住所 

５ 変更の理由 

６ 変更の内容と実施の方法 

７ 施工の予定期間 

８ 施工予定者の氏名（名称）住所及び略歴 

９ その他参考となる事項 

 （注）１ 施工仕様書、設計書及び見積書を添付すること。 

    ２ 変更しようとする部分の「キヤビネ」型以上の写真（変更箇所を表示するこ

と。）を添付すること。 

    ３ 所有者が届出る場合は、第４号の事項は記載の必要がないこと。



様式第14号（第10条関係） 

直方市有形文化財修理届              

年  月  日  

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者）住所      

氏 名（名称）           

 下記のとおり修理をいたしますのでお届けします。 

記 

１ 有形文化財の名称及び員数 

２ 指定書の記号番号及び指定年月日 

３ 有形文化財の所在地 

４ 所有者の氏名（名称）及び住所 

５ 修理の理由 

６ 修理の内容と実施の方法 

７ 施工の予定期間 

８ 施工予定者の氏名（名称）住所 

９ その他参考となる事項 

 （注）１ 施工仕様書、設計書及び見積書を添付すること。 

    ２ 修理しようとする部分の「キヤビネ」型以上の写真（修理箇所を表示するこ

と。）を添付すること。 

    ３ 所有者が届出る場合は、第４号の事項は記載の必要がないこと。



様式第15号（第12条関係） 

直方市史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届 

年  月  日   

 直方市教育委員会     様 

所有者（管理責任者）住所      

氏 名（名称）           

 下記のとおり異動がありましたのでお届けします。 

記 

１ 史跡、名勝、天然記念物の名称及び員数 

２ 指定年月日 

３ 史跡、名勝、天然記念物の旧所在（地番、地目、地積） 

４ 史跡、名勝、天然記念物の新所在（地番、地目、地積） 

５ 異動を生じた年月日 

６ 異動を生じた理由 

７ その他参考となる事項 

 （注）１ 当該異動に係る土地の登記簿謄本、字図、その他参考となる資料を添付する

こと。



(直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則の一部

改正) 

第3条 直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則(平

成27年直方市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。 

  様式第5号を次のように改める。 



様式第5号(第11条関係) 

 

 

直方市保育料等減免申請書 

保

護

者 

住 所 
 

氏 名  

教
育
・
保
育
給
付
認

定

子

ど

も 

保 育 所 名  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日生 

申請の事由  

 

 

 

 

 

 

 

直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則

第11条の規定に基づき、保育料等の減免を受けたいので申請します。 

年  月  日 

        住所 

申請者（保護者） 

 氏名                 

 

直方市教育委員会 様 

備 考 



  様式第7号を次のように改める。



様式第7号(第11条関係) 

 

 

直方市保育料等減免異動届出書 

保

護

者 

住 所 
 

氏 名  

教
育
・
保
育
給
付
認

定

子

ど

も 

保 育 所 名  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日生 

異動事由  

 

 

 

 

 

 

 

直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則第1

1条第8項の規定に基づき、保育料等の減免事由に異動が生じたので届け出ます。 

年  月  日 

              住所 

届出者（保護者） 

 氏名                   

直方市教育委員会 様 

備 考 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

 



 

 

 

議案第３２号 

 

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会要綱等の整理に関

する告示について 

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会要綱等の整理に関

する告示について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和４年２月８日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第２条第２号の規定により提案するもの

である。 

資料３ 



押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会要綱等の整理に関する告

示 

(直方市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱の一部改正) 

第1条 直方市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱(平成30年直方市教育委員会

告示第4号)の一部を次のように改正する。 

  様式第1号を次のように改める。 

 



様式第1号（第7条関係） 

   年   月   日  

 

直方市教育委員会教育長 殿 

 

直方市立       学校 

 

第    学年    組  

 

児童生徒名：            

 

保 護 者 名：            

 

 

通 級 指 導 教 室 入 級 願 

 

 

 直方市通級指導教室への入級を希望しますので、ご承認くださいますようお願い

します。



(直方市立学校の教職員ストレスチェック実施要綱の一部改正) 

第2条 直方市立学校の教職員ストレスチェック実施要綱(平成31年直方市教育委員会

告示第8号)の一部を次のように改正する。 

  様式第1号を次のように改める。 



様式第1号（第15条関係） 

 

面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(例） 

面接指導結果報告書 

対象者 
（職員番号） 

 
所属 小・中・学校 

氏名 ○男 ○女 年齢    歳 

ストレス反応の程

度の評価 

  点数     点 

（○57項目 ○23項目 ○その他） 

過去半年間で長時間労

働（残業）の有無 
○なし   ○あり 

治療中の心身の疾

病 
○なし ○あり 

その他ストレス要因とな

る勤務状況 
 

心理的な負担の状

況及び心身の状況 

○所見なし 

○所見あり（         ） 
特記事項 

※ストレスの程度の評価や医師判定の背景として特記すべき

事項があれば記入する。 

面
接
医
師
判
定 

ストレス反応に

ついて 

※複数選択可 

 □医療措置不要  □再面接を要す(時期：         ) 

 □現病治療継続  □環境等の調整を要す  □医療機関紹介 

ストレスと業務

の関連性 
○ほぼなし ○関連を疑う ○強く疑われる ○不明 

職場への指導等

の必要性 

  ○不要 

  ○要 

 ⇒下記意見書に記入 
就業区分 ○通常勤務  ○就業制限･配慮  ○要休業 

就業条件や職場環境等の

調査の必要性 
○なし ○あり 

調査内容の

特記事項 
 

 

事後措置に係る意見書 

就
業
上
の
措
置 

主要措置項目 

（該当にレ） 

□労働時間の短縮   □出張の制限   □時間外労働の禁止又は制限 □深夜業の回数の減少 

□昼間勤務への転換  □作業の転換   □業務負担の軽減      □就業場所の変更 

□就業の禁止(休暇･休業の指示)      □その他 

その他の事項  

詳細内容  

措置期間 

○日   

○週   

○月   

（次回面接予定日 ⇒面接者           ） 

職場環境の改善に

関する意見 
 

上司からのサポー

トに関する意見 
 

医療機関への受診

配慮等 
 

その他 

（連絡事項） 
 

 

医師の所属先 面談実施年月日  

 医師氏名  



(直方市学校適応指導教室運営要綱の一部改正) 

第3条 直方市学校適応指導教室運営要綱(平成20年直方市教育委員会告示第3号)の一

部を次のように改正する。 

  様式第1号を次のように改める。 



様式第１号（第１１条関係） 

      年度 直方市学校適応指導教室 

入  級  願  

 

     年   月   日   

 

直方市立         学校 学校長 様 

 

 

      年   月   日から、直方市学校適応指導教室への入

級を希望します。 

入級に当たっては、適応指導教室の指導・指示に従います。 

 

 

                     

                     （児童生徒 学年・組、氏名） 

                      第  学年   組  

 氏名                    

 

 

 保護者氏名                    

                      住    所                        

          連絡先（ＴＥＬ）                   



(福智山ダム会議室兼資料室の利用に関する取扱規程の一部改正) 

第4条 福智山ダム会議室兼資料室の利用に関する取扱規程(平成23年直方市教育委員

会告示第3号)の一部を次のように改正する。 

  様式第1号を次のように改める。 



（様式第１号） 

 

福智山ダム会議室兼資料室利用（変更）承認申請書 

 

  年  月  日 

直方市教育委員会 

教育長        様 

〔申請者〕住 所：                 

団体名：                 

代表者氏名：               

電話番号：                

責任者氏名                

（☎）：               

 

福智山ダム会議室兼資料室の利用（変更）承認を次のとおり申請します。 

なお、利用に際しては、職員の指示に従います。 

利用の 

目的 

行事の名称 

 

 

 

 

行事の内容 

（詳しく） 

 

 

 

 

利用期間 

 

年  月  日（ 曜日）   時から   時まで 

年  月  日（ 曜日）   時から   時まで 

〔   日間〕 

利用状況（利用人数） 

大人    人 子ども    人 

使 用 す る

施設 

 

 

 

誓約条項 

私は、福智山ダム会議室兼資料室の全ての施設に関する管理に

ついて責任を持って行います。また、事故あるときは全責任を負

います。 

   責任者                    

※備 考 
※受付日 年  月   日 

※許可日 年  月   日 ※許可番号 第  号 

※ ※印の項目は記入しないでください。 



   附 則 

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。 

 



 

 

 

議案第３３号 

 

 

 

 

保育士及び幼稚園教諭に対する処遇改善事業実施要綱の制定について 

 

 

 

保育士及び幼稚園教諭に対する処遇改善事業実施要綱の制定について、

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 4年 2月 8日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料４ 



保育士及び幼稚園教諭に対する処遇改善事業実施要綱  

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、最

前線において働く幼稚園、保育所、認定こども園における保育士、幼稚園教諭

及び保育教諭等に対して「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施

について」（令和3年12月23日付府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括

官）別紙実施要綱に基づき実施する処遇改善臨時特例事業に関し必要な事項を

定めるものとする。  

（事業内容） 

第2条 本事業は、令和4年2月から9月までの間、特定教育・保育施設が当該施設

に勤務する職員に対して実施する 3％程度の賃金改善及び特定教育・保育施設が

当該施設に勤務する職員に対して実施する令和 3年人事院勧告に伴う国家公務

員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込

まれる公定価格の減額分に対応する賃金補填（以下「賃金補填」という。）に

対して行う事業とする。  

（賃金改善及び賃金補填の対象者）  

第3条 本事業の対象は、直方市に事業所を有する特定教育・保育施設に勤務する

職員（非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。）と

する。 

（対象経費） 

第4条 本事業の対象経費は、賃金及び当該賃金改善及び賃金補填に伴う法定福利

費等事業主負担分とする。  

（事業の利用要件）  

第5条 本事業の利用要件は次の各号のとおりとする。  

(1) 当該施設に勤務する職員に対して雇用形態、職種、勤続年数、職責が事業

実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基

づく賃金水準を超えて賃金を引き上げる賃金改善を令和 4年2月から実施する

こと。 

(2) 本事業による賃金改善及び賃金補填に係る計画書を作成し、計画の具体的

な内容を職員に周知すること。 

(3) 本事業による賃金改善の合計額の 3分の2以上は、基本給又は決まって毎月



支払われる手当の引上げにより改善を図ること。給与規程の改定に時間を要

するなど、やむを得ない場合は令和 4年2月分、3月分については、この限りで

ない。 

(4) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目（業績等に応じて変動す

るものを除く。）の水準を低下させないこと。  

(5) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持

すること。 

(6) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和 3年人事院勧告を受けた国家

公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分

を賃金水準に反映していないこと。  

（賃金改善及び賃金補填の費用の算定方法）  

第6条 本事業を利用する特定教育・保育施設は、賃金改善及び賃金補填をそれぞ

れ別に定める年齢区分別の補助基準額を基に、補助基準額（月額）に令和 3年度

平均利用児童数（見込み）及び事業実施月数を乗じて費用を算定するものとす

る。 

（請求方法） 

第7条 本事業を利用する特定教育・保育施設は、市長に事業計画書を添付して請

求するものとする。  

（報告） 

第8条 特定教育・保育施設は本事業の終了後、事業実績報告書を市長に提出しな

ければならない。  

（返還） 

第9条 特定教育・保育施設は、市長が特定教育・保育施設が実施した賃金改善及

び賃金補填の内容が要件を満たさないと確認したときは、特段の理由がある場

合を除き、全部又は一部について返還しなければならない。  

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。  

 



 

 

 

議案第３４号 

 

 

 

 

  学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の制定について 

 

 

 

学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の制定について、別紙のとお

り提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 4年 2月 8日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料５  



学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱  

 

（趣旨） 

第1条 直方市立学校の児童・生徒の良好な教育環境の整備を図るため、学校施設

の配置及び建替え並びに通学区域の変更についての検討を行うことを目的とし

て、学校規模適正化庁内検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。  

(1) 「直方市総合教育会議」を踏まえ、学校施設の適切な配置及び建替え並び

に通学区域の変更に関する具体的な事項  

(2) その他学校規模適正化に関する事項  

2 検討委員会は前項の検討結果について、教育委員会に報告するものとする。  

（組織） 

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。  

2 委員長は、総合政策部長をもって充て、副委員長は教育部長をもって充てる。 

3 委員は企画経営担当課長、防災・地域安全担当課長、財政担当課長、土木担当

課長、都市計画担当課長、建築管理担当課長、学校教育担当課長、こども育成

担当課長、文化・スポーツ推進担当課長をもって充てる。  

（委員長及び副委員長）  

第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。  

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  

（会議） 

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。  

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者若しくは職員の出席又は資料の

提出を求めることができる。  

（庶務） 

第6条 検討委員会の庶務は、教育総務担当課において処理する。  

（補則） 

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。  

 



 

 

議案第３５号 

 

 

 

 

 直方市教育委員会令和４年度予算について 

 

 

 

 直方市教育委員会令和４年度予算について、別紙のとおり 

提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            令和４年２月８日 

                      

直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

 

提案理由 

  直方市教育委員会事務委任規則第２条第４号の規定により 

提案するものである。 

資料１ 

資料６ 



単位（千円）

款項目 事業名 予算額 款項目 事業名 予算額

3.2.1 病児保育事業 8,299 3.2.1 病児保育事業 9,083 784 病児保育事業

3.2.1 学童保育事業 220,837 3.2.1 学童保育事業 289,304 68,467 障害児加算の増
3.2.1 学童保育施設整備事業 5,288 3.2.1 学童保育施設整備事業 4,357 △ 931 R3　南小学童改修、R4　福地学童改修工事
3.2.3 子育て広場事業 1,081 3.2.3 子育て広場事業 4,334 3,253 遊具等購入費の増

3.2.3 地域子育て支援センター施設管理事業 1,692 3.2.3 地域子育て支援センター施設管理事業 3,408 1,716 子育て支援センター移転作業料52万、備品購入費等の増

3.2.3 親育ちのための子育て支援事業 748 3.2.3 親育ちのための子育て支援事業 208 △ 540
3.2.6 私立保育所 1,648,962 3.2.6 私立保育所 1,688,942 39,980 保育所施設整備事業
3.2.6 公立保育所 7,515 3.2.6 公立保育所 7,515 0 市外の公立保育所の予算
3.2.6 認定こども園（保育） 154,923 3.2.6 認定こども園（保育） 605,002 450,079 認定こども園施設整備
3.2.6 特定地域型保育施設（事業所内保育） 2,694 3.2.6 特定地域型保育施設（事業所内保育） 2,689 △ 5 無償化関係
3.2.6 認可外保育施設 3,228 3.2.6 認可外保育施設 3,228 0 無償化関係
10.1.4 私立幼稚園協会運営費補助金 976 10.1.4 私立幼稚園協会運営費補助金 976 0 研修費補助金
10.1.4 認定こども園（教育） 47,319 10.1.4 認定こども園（教育） 101,894 54,575 認定こども園教育施設整備
10.1.4 特定教育・保育施設（私立幼稚園） 485,891 10.1.4 特定教育・保育施設（私立幼稚園） 485,508 △ 383
10.1.4 絵本配本事業 10.1.4 絵本配本事業 908 908
10.1.4 10.1.4 巡回相談事業 1,430 1,430 気になるこどもへの保育所幼稚園での支援の相談

こども育成課　予算比較表

令和4年度
増減 備　　　考

令和3年度



学校教育課　予算比較表 単位（千円）

款項目 予算額 款項目 予算額

10.1.2 52 10.1.2 52 0

10.1.5 3,648 10.1.5 3,648 0

10.1.7 303 10.1.7 330 27

10.1.9 5,470 10.1.9 5,452 △ 18

10.1.10 190 10.1.10 112 △ 78

10.2.2 10.2.2 51,744 51,744
新規事業
(ドリルソフト、学習ソフト、フィルタリン
グ)

36,010 36,010
R3年度教育総務課から移管
R3年度はGIGA+ICTで52,613千円

10.2.3 378 220 △ 158

1,482 1,397 △ 85 中学校の同事業と調整

1,649 1,924 275 健診受信希望者の増

221 221 0

337 337 0

2,721 2,729 8

1,872 1,872 0

11,999 14,166 2,167
反復学習導入
周年事業補助金（福地小）

10.3.2 17,688 10.3.2 17,688 0 委託業者の変更に伴う委託料の減

10.2.2 21,315 21,315
新規事業
(ドリルソフト、学習ソフト、フィルタリン
グ)

23,474 23,474
R3年度教育総務課から移管
R3年度はGIGA+ICTで23,410千円

2,644 2,609 △ 35 対象者の減

10.3.3 120 10.3.3 120 0

480 90 △ 390
福岡県重点課題研指定・委嘱事業の終了に伴
う減

7,096 280 △ 6,816 教科書の変更がないため

465 550 85

702 654 △ 48

71 81 10

3,605 3,392 △ 213

事業名

令和4年度

ICT推進事業

令和3年度

事業名

いじめ防止等対策推進事業

GIGAスクール推進事業

ICT推進事業

学校保健事業

特色ある学校づくり推進事業

その他教育指導費

英語発表会事業

ICT推進事業

GIGAスクール推進事業

外国語指導事業

学校保健事業

特色ある学校づくり推進事業

教師用教科書及び指導書給与事務

教育指定委嘱学校研究事業

教育交流研究事業

その他教育振興費

その他教育指導費

小学校英語教育推進事業

コミュニティスクール推進事業

保幼小中高連携推進事業

学校評価制度・学校評議員制度

特色ある学校づくり推進事業

増減 備　　　考

適応指導教室事業

教育研究所事業

教育支援委員会

直方市ハートフル奨学金

いじめ防止等対策推進事業

直方市ハートフル奨学金

教育支援委員会

教育研究所事業

適応指導教室事業

教師用教科書及び指導書給与事務

GIGAスクール推進事業

英語発表会事業

その他教育指導費

教師用教科書及び指導書給与事務

特色ある学校づくり推進事業

学校保健事業

教師用教科書及び指導書給与事務

教育交流研究事業

教育指定委嘱学校研究事業

学校保健事業

学校評価制度・学校評議員制度

保幼小中高連携推進事業

コミュニティスクール推進事業

小学校英語教育推進事業

GIGAスクール推進事業

ICT推進事業

その他教育指導費

外国語指導事業

その他教育振興費



教育総務課学校管理係　予算比較表 単位（千円）

款項目 予算額 款項目 予算額

10.2.1 139,135 10.2.1 138,699 △ 436 バスケットゴール点検業務委託（1,262千円）

16,423 9,647 △ 6,776 GIGAスクール、ICT関係備品購入費学校教育課移管による減額

1,920 1,600 △ 320 学校数６校⇒５校による減額

19,453 17,655 △ 1,798 GIGAスクールタブレット修繕料等学校教育課移管による減額

10.2.3 1,848 10.2.3 1,599 △ 249 プール薬品見直しによる減額

10.2.4 0 10.2.4 29,073 29,073 外壁改修工事と一体的に施工

10.2.5 9,512 10.2.5 10,161 649 老朽化調理器具増による増額

10.3.1 53,333 10.3.1 54,402 1,069 バスケットゴール点検業務委託（839千円）

7,440 5,892 △ 1,548 GIGAスクール、ICT関係備品購入費学校教育課移管による減額

840 840 0 420,000円×2校

10,990 10,305 △ 685 GIGAスクールタブレット修繕料等学校教育課移管による減額

10.3.3 1,814 10.3.3 1,812 △ 2 プール薬品見直しによる減額

10.3.5 7,218 7,218 中学校給食全員喫食開始に伴う備品購入費等

教育総務課教育総務係　予算比較表 単位（千円）

款項目 予算額 款項目 予算額

10.1.1 3,376 10.1.1 3,001 △ 375 委員会会議録作成委託削減による予算減

10.1.2 1,353 10.1.2 883 △ 470 庁内事務集約（用紙代、燃料代、郵便料、コンビニ収納手数料）による予算減

75,144 76,591 1,447 対象予定児童増による予算増

318 △ 318 保護・援護課での予算化による予算減

10.2.3 17,272 10.2.3 16,301 △ 971 校納金システム改修費用等減による予算減

179,550 179,550 0 270円×190日×3,500人

158,796 93,936 △ 64,860 設計額予算から契約額予算による予算減

14,423 12,863 △ 1,560 消耗品費、燃料費（プロパンガス）、手数料など

54,471 61,071 6,600 対象予定生徒増による予算増

159 △ 159 保護・援護課での予算化による予算減

65,707 21,927 △ 43,780 令和4年7月契約満了に伴う予算減

63,959 63,959 令和4年8月以降全員喫食の調理配送委託料対応による予算増

7,088 4,165 △ 2,923 令和4年7月契約満了に伴う予算減

1,194 1,194 令和4年8月以降公会計化による給食費システム改修費

66,003 66,003 令和4年8月以降公会計化による賄材料費　300円×120日×1,780人

19,297 19,297 令和4年8月以降全員喫食の新規消耗品（食缶、食器等）

1,751 1,223 △ 528 消耗品、手数料、学校給食会補助金（1学期のみ）等

10.3.3 7,137 10.3.3 7,404 267 災害共済給付事業、学校保健事業

10.2.5

小学校給食用物資調達事業

小学校給食調理業務委託小学校給食調理業務委託

その他小学校給食運営事業その他小学校給食運営事業

中学校給食予約システム運用委託

就学援助費

就学時検診、小学校保健事業就学時検診、小学校保健事業

10.2.5

小学校給食用物資調達事業

中学校給食調理配送等業務委託

中学校施設維持管理事業

中学校教育備品等整備事業

理科教育設備整備等事業（補助金） 理科教育設備整備等事業（補助金）

中学校保健事業中学校保健事業

10.3.5

中学校給食用物資調達事業

中学校給食費システム改修委託

その他中学校給食事業その他中学校給食事業

10.3.2

中学校給食調理配膳等業務委託中学校給食調理配膳等業務委託

学校保健事業

小学校給食運営事業

令和3年度 令和4年度

事業名 事業名

小学校施設維持管理事業

理科教育設備整備等事業（補助金） 理科教育設備整備等事業（補助金）

小学校教育備品等整備事業

小学校教育振興事業

10.2.2 10.2.2

備　　　考

中学校施設維持管理事業

小学校給食運営事業

福地小学校校舎屋上防水改修工事

学校保健事業

小学校教育振興事業

小学校教育備品等整備事業

小学校施設維持管理事業

増減

10.3.2 中学校給食予約システム運用委託

備　　　考
事業名

10.2.2
就学援助受付入力業務委託

増減

教育委員会総務事務

事業名

就学援助費就学援助費

令和4年度令和3年度

教育委員会事務局教育委員会事務局

中学校給食用消耗品費

10.3.2 10.3.2

就学援助費

就学援助受付入力業務委託

10.2.2

学校保健事業

中学校教育振興事業

学校保健事業

中学校教育振興事業

中学校給食運営事業

教育委員会総務事務

中学校教育備品等整備事業



文化・スポーツ推進課男女共同参画推進係　予算比較表 単位（千円）

款項目 予算額 款項目 予算額
2.1.7 792 792 新設のための増

2.1.10 989 2.1.10 1,178 189 審議委員会の開催回数の増
2.1.10 5,335 2.1.10 男女共同参画センター建物管理 6,068 733 委託料の増

2,220 2,220 0
291 197 △ 94
77 77 0

12,120 14,066 1,946 委託料の増（公共施設予約システム保守点検業務委託料等）など
298 204 △ 94
983 1,200 217 報償費の増（はつらつ塾講師謝金）
114 98 △ 16

1,701 2,111 410 報償費の増（趣味の講座講師謝金）
110 3 △ 107 報償費の減

163,000 164,200 1,200 委託料の増（子どもアート大賞及び図書購入費分）
200 △ 200 【廃止】

2,675 5,618 2,943
需用費の増（美術館防犯カメラ設置等）
備品購入費の増（ユメニティのおがたワイヤレスマイク）など

500 500 0
261 261 0
68 271 203 負担金補助及び交付金の増（こども文化パスポート事業費負担金）

476 464 △ 12
1,547 1,547 0
3,455 3,480 25 文化芸術奨学補助金（2.1.6企画費から移管）
1,220 1,184 △ 36
154 154 0
496 1,814 1,318 片山・寺廻り遺跡発掘調査

6,847 15,114 8,267 模擬坑道整備基本設計の策定
385 △ 385 【廃止】
184 △ 184 【廃止】

700 700 植木地区メカトロタウン造成工事に係る試掘・確認調査
6,155 5,350 △ 805 需用費の減（印刷製本費）
1,172 1,180 8 研修場所の変更による費用弁償の増

2 0 △ 2 その他保健体育総務費へ合算による減
4,375 4,406 31 委託事業の増（県民体育体会開催場所の変更）

993 993 ふるさと応援基金充当事業（新設）
3,273 640 △ 2,633 備品購入費の減（自動体外式除細動器）・プール施設利用助成委託料の減

22,952 22,581 △ 371 需用費（光熱水費）・委託料の減

3,300 17,960 14,660 修繕料の増（体育館東側外壁修繕・体育センター照明修繕）

令和３年度 令和４年度
増減 備　　　考

事業名 事業名
外国人日本語教育事業

男女共同参画推進事業 男女共同参画推進事業
男女共同参画センター建物管理

その他社会教育総務費
10.4.2 公民館運営審議会 10.4.2 公民館運営審議会

中央公民館管理事業 中央公民館管理事業
その他公民館費 その他公民館費

10.4.1 水辺館事務 10.4.1 水辺館事務
その他社会教育総務費

10.4.3 生きがい対策事業（高齢者学級） 10.4.3 生きがい対策事業（高齢者学級）
生きがい対策事業（ふれあい交流事業） 生きがい対策事業（ふれあい交流事業）

趣味の講座事業 趣味の講座事業
その他社会学級費 その他社会学級費

10.4.12 市文化施設管理事業（指定管理委託事業） 10.4.12 市文化施設管理事業（指定管理委託事業）

市制90周年事業

その他文化施設費 その他文化施設費

10.4.13 市民文化祭事業 10.4.13 市民文化祭事業
文化団体補助金交付事業 文化団体補助金交付事業
その他文化振興費 その他文化振興費

10.4.14 旧福智山ダム事務所（通称きこりの森）事業 10.4.14 旧福智山ダム事務所（通称きこりの森）事業

社会教育活動費補助金 社会教育活動費補助金
青少年健全育成事業 青少年健全育成事業
成人式事業 成人式事業

10.4.19 文化財専門委員会 10.4.19 文化財専門委員会
下新入地区埋蔵文化財発掘調査事業 下新入地区埋蔵文化財発掘調査事業
史跡筑豊炭田遺跡群整備事業 史跡筑豊炭田遺跡群整備事業
感田・中泉地区急傾斜地崩壊防止

その他保健体育総務費

大字直方地区埋蔵文化財発掘調査事業
植木地区メカトロタウン造成工事に係る発掘調査事業

その他文化財費 その他文化財費

その他保健体育総務費

10.5.2
体育施設管理事業

10.5.2
体育施設管理事業

体育施設整備事業 体育施設整備事業

10.5.1

スポーツ推進委員設置事業

10.5.1

スポーツ推進委員設置事業
体力テスト会 体力テスト会
直方市体育協会加盟団体育成事業 直方市体育協会加盟団体育成事業

子ども相撲教室事業



 
議案第３６号 

 

 

 

 

 

 

令和３年度３月補正予算について 

 

 

 

令和３年度３月補正予算について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和４年２月８日 

           直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第２条第４号の規定により提案するもの

である。 

 

 

資料１

２ 

資料７ 



歳　出 （款） 3． 民生費

（項） 2． 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

 2 児童措置 2,451,477 △14,650 2,436,827 国庫支出金 12 委託料 △2,500 電算システム改修委託料 △1,800

費 △14,650 人材派遣業務委託料 △700

19 扶助費 △12,150 児童手当扶助費

 3 児童福祉 39,712 △1,199 38,513 国庫支出金 繰入金 △231  7 報償費 △1,199 報償金

施設費 △234 △500

県支出金

△234

 6 保育事業 1,828,791 △58,047 1,770,744 国庫支出金 負担金 △19,416 18 負担金補 △15,629 延長保育事業補助金 △4,129

費 △17,267 △1,745 助及び交 保育体制強化事業補助金 △10,800

県支出金 繰入金 付金 保育士奨学金返済支援補助金 △700

△18,919 △700 19 扶助費 △42,418 児童福祉施設扶助費 △32,140

認定こども園施設型給付費 △9,050

認可外保育無償化給付費 △1,228

計 4,579,944 △73,896 4,506,048 △51,304 △2,945 △19,647

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



歳　出 （款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

 2 事務局費 190,150 16 190,166 財産収入 24 積立金 16 市立学校基金積立金

16

 4 幼児教育 536,169 △86,191 449,978 国庫支出金 △28,745 18 負担金補 △1,548 一時預かり事業（幼稚園型）補助金

振興費 △30,516 助及び交 △720

県支出金 付金 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）補助金

△26,930 △828

19 扶助費 △84,643 幼稚園施設型給付費 △69,775

認定こども園施設型給付費 △9,628

私立幼稚園無償化給付費 △5,240

計 747,242 △86,175 661,067 △57,446 16 △28,745

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



歳　出 （款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

 2 教育振興 189,279 3,965 193,244 国庫支出金 △1,829 11 役務費 55 手数料

費 5,794 13 使用料及 △3,025 機器借上料

び賃借料

17 備品購入 6,935 教材器具費

費

 3 教育指導 118,295 5,555 123,850 国庫支出金 160  7 報償費 △1,695 報償金

費 6,525 10 需用費 4,200 消耗品費

県支出金 17 備品購入 3,050 保健備品費

△1,130 費

 4 学校建設 6,492 139,838 146,330 国庫支出金 77,700 16,643 12 委託料 1,825 工事監理業務委託料

費 45,495 14 工事請負 138,013 工事請負費 138,013

費 　別紙箇所表（　P.65 　）

計 838,488 149,358 987,846 56,684 77,700 14,974

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



歳　出 （款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

 2 教育振興 204,348 3,859 208,207 国庫支出金 547 17 備品購入 3,859 教材器具費

費 3,312 費

 3 教育指導 35,140 4,900 40,040 国庫支出金 650 10 需用費 1,900 消耗品費

費 4,250 11 役務費 1,600 手数料

17 備品購入 1,400 保健備品費

費

 4 学校建設 2,231 37,640 39,871 国庫支出金 21,800 7,279 14 工事請負 37,640 工事請負費 37,640

費 8,561 費 　別紙箇所表（　P.65 　）

計 308,562 46,399 354,961 16,123 21,800 8,476

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



歳　出 （款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

 3 社会学級 7,625 △800 6,825 △800  7 報償費 △800 報償金

費

12 文化施設 170,628 2,730 173,358 2,730 12 委託料 3,500 文化施設管理委託料

費 17 備品購入 △770 自動体外式除細動器購入費

費

13 文化振興 829 4 833 財産収入 24 積立金 4 文化振興基金積立金

費 4

14 青少年対 11,728 △440 11,288 △440 18 負担金補 △440 直方市アンビシャス活動助成金

策費 助及び交

付金

19 文化財費 31,602 △1,660 29,942 諸収入 △1,074 10 需用費 △580 印刷製本費

△586 12 委託料 △880 映像作成委託料

18 負担金補 △200 伝統文化振興事業補助金

助及び交

付金

計 296,541 △166 296,375 △582 416

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



歳　出 （款）10． 教育費

（項） 5． 保健体育費 (単位：千円)

節       

目

 1 保健体育 52,543 11 52,554 財産収入 24 積立金 11 体育施設整備基金積立金

総務費 11

計 250,450 11 250,461 11

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



 8款　2項　6目（道路新設改良費）

番号

1 知古一丁目1号線外道路改良工事 知 古 一 丁 目 工事長　220ｍ、歩道設置工　　220m

2 五反田線道路改良工事 植 木 工事長　210ｍ、カラー舗装工　105㎡

3 道路照明LED化工事 市 内 道路照明取替工　50箇所

4 馬場線道路改良工事 頓 野 廃　工

10款　2項　4目（学校建設費）

番号

1 校舎トイレ改修工事 直 方 西 小 学 校 トイレ洋式化、乾式化工事

2 校舎外壁改修工事 福 地 小 学 校
鉄筋コンクリート造　2階建　延べ床面積2,759㎡
外壁改修　一式　剥落箇所調査、撤去・撤去後の外壁補修・防水塗装等

3 校舎大規模改修工事 植 木 小 学 校 内部改修（廊下）、外部改修（屋上防水）、高架水槽更新

 10款  3項  4目（学校建設費）

番号

1 体育館トイレ改修工事 直 方 第 二 中 学 校 トイレ洋式化、乾式化工事、車いす対応トイレ設置工事

工 種 箇 所 工 事 概 要

工　　　事　　　箇　　　所　　　表

工 種 箇 所 工 事 概 要

工 種 箇 所 工 事 概 要



 

 

 

議案第３７号 

 

 

 

 

直方市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

直方市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について、 

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和４年２月８日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第２条第２号の規定により提案するもの

である。 

 

資料８ 



直方市立小中学校管理規則の一部を改正する規則  

 

直方市立小中学校管理規則（平成 20年直方市教育委員会規則第18号）の一部を

次のように改正する。  

第2条第2項中「8月31日」を「8月24日」に、「9月1日」を「8月25日」に改める。  

第3条第1項第1号中「8月31日」を「8月24日」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 



直方市立小中学校管理規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

(学年、学期) (学年、学期) 

第2条 省略 第2条 省略 

2 学年を分けて次の3学期とする。 2 学年を分けて次の3学期とする。 

第1学期 4月1日から8月24日まで 第1学期 4月1日から8月31日まで 

第2学期 8月25日から12月31日まで 第2学期 9月1日 から12月31日まで 

第3学期 1月1日から3月31日まで 第3学期 1月1日から3月31日まで 

(休業日) (休業日) 

第3条 学校の休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、次のとおりと

する。 

第3条 学校の休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、次のとおりと

する。 

(1) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで (1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで 

(2)～(4) 省略 (2)～(4) 省略 

2～6 省略 2～6 省略 
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教育総務課の主要施策  

 

社会情勢が急激に変化する中にあって、直方市の教育行政、教育実

践の改善・改革を進めていくために、教育委員、事務局職員の能力向

上を図ってまいります。  

学校施設は、子どもたちの学びの場であり、豊かな心と健やかな体

を育成する場であると同時に、地域住民が集い学びあう生涯学習の場

であり、災害時には避難所となるなど、地域コミュニティにとって重

要な施設です。  

子どもたちにとって安全でより良い教育環境づくりとともに、地域

コミュニティの核としての機能を高めるためにも、長期的視点から、

学校施設や調理施設の改善整備・適正な維持管理に努めます。  

学校給食については、成長期にあるすべての児童、生徒の健康保持・

増進と体力の向上のための重要な事業と位置づけ、給食の時間をとお

して、食への関心を高め、食事の重要性、喜びや楽しさを理解するこ

とにより、正しい食生活の習慣化につなげるための食育を推進します。  

 また、地産地消の推進や施設・備品の更新などを見据えた総合的な

学校給食の実施体制について検討してまいります。  

就学援助制度は、コロナ禍による影響が続くなかで、その重要性が

増しています。  

制度の周知、手続きの簡素化などを推進し、すべての子どもたちの

学びを保障してまいります。  

 

 

１ 教育施策の充実  

（１）総合教育会議の運営  

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨を踏まえ

ながら、事務局機能を果たしていきます。 

  ○直方市総合計画、教育大綱と教育施策の調整  

   ○教育大綱の基本方針に基づく施策の点検、評価、改善の実施  

（２）教育委員会の充実  

   教育委員会機能を高め、適切な事務執行管理と教育施策の充実

を進めます。  

○教育委員研修の実施  

○会議の透明化と迅速な公表の推進  

 ○教育に関する情報発信の推進  

 

資料９  
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（３）学校規模・通学区域適正化の推進  

   令和３年度総合教育会議での議論を踏まえ、将来を見据えた学

校の規模、通学区域の適正化についての検討を進めます。  

   庁内の検討委員会事務局として、関係部署、関係機関との連絡・

調整を行います。  

（４）学校事務の効率化とＤＸの推進  

共同学校事務室とともに、経理をはじめとする学校事務の効率  

化、学校徴収金納付の利便性向上を図ります。  

   また、学校施設の使用許可や就学援助、学校災害共済給付金等  

の申請手続きのオンライン対応を推進します。  

 

 

２ 教育環境の整備・充実  

（１）学校施設の整備・充実  

  老朽化した学校施設の改善整備とともに、災害時の避難所とし

ての機能強化を図ります。  

○防災機能強化事業、屋上防水改修工事  

   ・校舎外壁改修及び屋上防水改修工事（福地小）  

○トイレ快適化事業  

   ・トイレ改修（直方西小・二中）  

  ○老朽化した学校施設の修繕工事の推進  

   ・特に児童生徒に危険を及ぼす可能性の箇所を中心に整備  

  〇学校用務員による修繕体制の確立  

（２）学校規模適正化を見据えた学校施設（給食調理施設含む）整備

方針の策定  

   既存長寿命化計画、学校給食の提供方法と施設整備、学童保育

所の配置も考慮して、整備方針を検討します。  

 

       

３ 食育の推進  

（１）安全・安心な給食提供  

食中毒や異物混入を防止するとともに、計画的な給食施設及び

設備の更新を進めます。  

○調理従事職員の衛生管理と食物検査の徹底  

○計画的な給食備品の点検と更新  

（２）食育の推進  

   食習慣の改善と健康な体づくりに取り組む子どもの育成を目指

した食育を推進します。  
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   ○調理員研修会による調理技術の向上の推進  

○地元産食材の確保・使用の推進（地産地消推進）  

   ○小中学校の連携した食育推進  

（３）小学校給食費の徴収  

   ○口座振替、納付書によるコンビニ収納、電子決済といった多

様な支払方法による保護者の利便性向上。  

   ○児童手当からの引去りにより、給食費の滞納を防止する。  

   〇高額滞納者への法的措置の実施  

（４）中学校給食提供方法の変更  

中学校給食については、令和４年度の２学期から、全員喫食、  

食缶方式にて実施します。  

 ○チェック体制確立によるアレルギー対応の確実な実施  

○各中学校や調理委託事業者との情報共有と密接な連携  

○生徒・保護者への丁寧な周知  

〇食材業者の適切な選定・購入  

○給食費システムの変更と給食費の公会計化  

○給食費の滞納防止と高額滞納者への法的措置の実施  

 

 

４ 就学支援の実施（就学援助）  

（１）義務教育の円滑な実施  

経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保

護者に対して就学に必要な費用の援助を行います。  

○学用品費及び通学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅

行費、社会見学旅行費、自然教室費、ふれあい学級宿泊訓練

費、学校給食費、医療費、通学費について支給  

○チラシ配布、ホームページ・市報掲載等、就学援助制度の対

象者への周知の徹底  
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学校教育課の主要施策  

 

 全国学力・学習状況調査、福岡県学力調査及び標準学力調査の結果

を見ると、課題であった思考力・判断力・表現力において上昇がみら

れ、目標としている全国及び県平均の数値に近づきつつある。しかし、

学校、学年による学力較差、個人較差、さらに学力以外にも、不登校

の増加、規範意識や体力の低下等の課題が見られます。  

 そこで、教育目標「未来を拓き、心豊かでたくましく生きる子ども

の育成」に向けて、本年度も確かな学力の育成を最重要課題と位置づ

け、それを支える豊かな人間性の育成と体力の向上を目指した教育を

推進します。そのために、学力や体力の実態、学習状況などを分析し、

その課題解決に向けた具体的な取組を進めます。  

   

１ 確かな学力の育成（学力の向上）   

（１）授業改善  

   基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付け、思考力・判断力・

表現力を持つ子どもを育成するための授業改善を推進します。  

   〇「のおがた授業モデル」を活用した取組の充実  

○「直方市ふくおか学力アップ推進事業」の充実  

〇習熟度別少人数指導や補充学習の充実  

○言語活動の充実や問題解決的な学習活動等の推進  

（２）基礎学力の定着、補充学習等の推進  

   基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるための支援環境

を整備します。  

〇帯時間等を活用した取組の充実  

（基礎基本の定着・集中力の育成、小学校における徹底反復学

習の推進）  

○学習支援員の配置による補充学習の充実  

○日常的・継続的な読書活動の推進  

○図書館教育支援員の配置  

〇市立図書館と連携して行う「小学生子ども読書リーダー研修」 

（３）グローバル化に対応した教育の推進  

   子どもの英語でのコミュニケーション能力を育成するため、英

語教育に対応した指導体制の整備、発表や体験の場を設定します。 

○外国語科の指導力を高める英語教育研修会の実施  

○外国語指導助手の配置と活用促進  

○「小学生英語ひろば」の実施  
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○「直方市英語発表会」の実施  

〇中学校全学年での英検 IBA の実施  

〇小学校 6 年生でのオンライン英会話の実施  

（４）ＩＣＴを活用した教育活動の推進  

   １人１台端末を活用した授業及び家庭学習の充実を図ります。  

○教科指導における、デジタル教科書等アプリケーションの活  

用の促進  

   〇学習支援ソフト及びシンキングツールの活用の推進  

○プログラミング教育の推進  

○ＩＣＴ活用支援員の配置  

〇ＩＣＴ機器の活用研修の実施  

 

２ 豊かな心の育成  

（１）道徳科の授業改善  

子ども自ら考え、議論する授業への改善・充実を図ります。  

○道徳教育推進教員の養成と道徳教育の充実  

○道徳科学習指導の充実  

（２）体験活動等の推進  

自然体験活動、地域の歴史や文化に学ぶ活動などを通して心の

教育の充実を図ります。  

○自然や職業、文化、芸術等に関わる体験活動の推進  

   （自然教室、石炭記念館・汽車クラブ見学、髙取焼体験学習等） 

（３）人権教育の推進  

人権尊重の精神の育成及び学力と進路の保障を目指して、学校

教育全体を通して人権教育を推進します。  

   ○直方市中学校ブロック人権教育推進事業の推進  

   ○「福岡県人権教育推進プラン」の活用促進  

   ○人権教育学習教材集「あおぞら」「あおぞら２」、同和教育副

読本「かがやき」の効果的な活用推進  

（４）いじめや不登校の対応  

いじめ、不登校の未然防止、早期発見・早期対応、継続支援の

ための体制整備と、一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が

実施できるよう環境整備に努めます。  

○「直方市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方

針」に基づく指導及び対応の徹底  

○不登校兆候等、配慮を要する児童生徒の情報収集及び連絡調

整、指導・助言  

○行政機関や教育機関との連携  
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○直方市学校適応指導教室（フレンズ）の運営  

○スクールカウンセラーの活用促進  

○生徒指導主事・生徒指導担当者研修会の実施  

（５）キャリア教育の推進  

子どもの発達段階に応じた勤労観・職業観を育み、自立した生

き方を考え､進路実現のための支援体制を整備します。  

○小中学校における職業学習実施（夢授業等）のため、地域、

企業、関係機関、団体の関係者等との連携強化  

○中学校職場体験活動（１４才チャレンジウィーク）の支援  

○キャリアパスポートの活用の支援  

 

３ 健やかな体の育成  

（１）運動やスポーツをする習慣を定着させる取組  

     運動に慣れ親しみ、体力や運動能力を向上させる教育活動を推

進します。  

○新体力テストの実施  

(小・中学校、高等学校連携授業による取組の充実 ) 

○「体力向上プラン」の取組の促進  

○スポコン広場等の積極的活用  

○中学校部活動の運営支援及び外部指導者の派遣  

（２）健康教育・安全教育の推進  

生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるよう、食育

や薬物乱用防止教育等の健康教育を推進します。  

○栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭等と連携して行う食育の

推進  

○規範意識育成のための指導の充実（薬物乱用防止、情報モ  

ラル育成等）  

○安全教育・防災教育の実施（交通安全、救急救命、火災対応  

地震対応、事故対応等）  

○救急救命講習会の実施  

 

４ 特別支援教育の充実  

（１）連続性のある多様な学びの場における教育の充実  

     特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を目指し、

一貫した継続性のある指導・支援の充実を図ります。  

○発達障がい児等教育支援事業の実施  

    （市配置臨床心理士による巡回教育相談、理解・啓発を図るパ

ンフレット等の配布）  
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○家庭及び福祉機関との連携の強化  

 

（２）就学前における支援の充実  

幼児の実態と教育的ニーズに対して、適切な学習環境を提供す  

るための支援に努めます。  

○就学に向けた相談活動・支援の充実  

○保育園・幼稚園・児童発達支援センター等への訪問実施  

（３）安全・安心かつ効果的に学べる環境整備  

特別な支援を必要とする児童生徒が安全・安心かつ効果的に学

べる教育環境の整備を推進します。  

○特別な支援を要する児童生徒の実態に対応した合理的配慮の  

提供  

○特別支援教育支援員の配置  

○通級指導教室の充実  

（４）専門性の向上と支援体制の整備・充実  

特別な支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指  

導・支援を行うため、教職員の専門性向上と組織体制の整備を図  

ります。  

○特別支援教育研修会（対象：担任、コーディネーター、特別

支援教育支援員）の実施  

○特別支援教育担当者研修会の開催  

 

５ 信頼される学校づくり  

（１）教職員研修の改善・充実  

学校の教育力を高めるために、教職員の資質や指導力を高める  

研修や支援体制の充実に努めます。  

    ○小中一貫教育推進のための研修会の充実  

   ○教育委員会指定研究委嘱校への指導・支援  

    ○防災意識の向上にかかる研修会の実施  

○管理職研修会、各種担当者研修会の充実  

    ○多種研修会への参加奨励と指導・支援  

    ○「直方市小中学校教科等研究会」及び「自主的研修」の支援  

    ○教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援  

    ○教育研究所研究員に対する継続的な研究支援  

    ○教職員の資質能力の向上を図る人事評価制度の活用促進  

（２）学校運営・評価システムの充実  

学校評議員制度や学校評価の充実を図り学校運営の改善を推進  

します。 
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○学校評議員制度の充実及び学校の「自己評価」「関係者評価」 

の公表・報告の推進  

 ○学校評価を活用した保護者や地域の信頼に応える学校づくり

の推進  

    ○人事評価制度に基づく計画的な人材育成の推進  

（３）学校・家庭・地域の連携強化   

高齢者や地域住民等を活用した教育活動の充実を図るとともに、 

地域とともにある学校づくりに努めます。  

     ○「ふれあい交流事業」や地域住民等を活用した学習指導の支  

    援  

     ○地域人材や学生を活用した教育活動や補充学習の拡充  

     ○「早寝・早起き・朝ごはん運動」等の生活習慣の確立に向け

た取組の充実  

   ○地域、家庭と連携・協働した、ＩＣＴ機器、ＳＮＳの使い方

等への対策強化（携帯電話・スマートフォン、タブレットの使

い方  等）  

○開かれた学校づくりを目指す「特色ある教育活動」の推進  

〇小学校「放課後学習」の実施  

○教育委員会だより「直方の教育」の発行  

 ○コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進  

（４）学校危機管理の徹底  

児童生徒の安全教育の充実と教職員の危機管理対応能力の向上  

を図るとともに、地域や関係機関・団体との連携を密にした安全  

対策を推進します。  

     ○児童生徒の安全にかかる事件・事故等の情報提供  

     ○関係機関（警察、消防署、庁内関係各課）や地域団体等との  

連携強化  

   ○「学校危機管理マニュアル」の見直し・改善と職員への浸透・

徹底  

   ○学校事故の対応に関する実効性のある訓練の実施  

     ○通学路の安全点検及び整備促進  

   〇感染症対策の浸透・徹底  
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こども育成課の主要施策  

 

乳幼児期において、家庭と保育所・幼稚園等が一体となって子ども

の育ちに関わっていくことが、生涯にわたって社会性の発達や幸福の

実現に深く影響します。しかし、家族や地域のつながりが希薄化する

中で、子育てに不安や悩みを持つ親が増加する一方で、家庭や地域の

育児能力は低下し続けています。  

令和 3 年度は令和 2 年度に引き続いて新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に努めながら事業を行いました。新型コロナウイルス感

染症が長期化する中での子育て世帯への臨時特別給付金の支給を実施

し経済支援を担いました。また、組織改編により幼児教育推進係が新

設されたことに伴ってこれまでの事業の見直しを行いました。令和 4

年度は老朽化した保育所施設の改修を行い乳幼児の保育環境の整備を

実施します。また保育所及び学童保育所の DX を推進し、保育者が子育

てに注力できる環境を整えていきます。  

 

１ 幼児教育の充実  

  幼児期から引き続いて学齢期に向けて一貫して対応し、子どもの

能力、可能性を最大限に伸ばすための幼児教育を充実させ、保育関

連施設の整備を推進していきます。  

 〇 保育関連施設の整備  

〇 保育所等の ICT の推進事業の実施 

〇 保育所等への電子申請の導入  

〇 幼稚園協会、保育協会及び関係機関の幼児教育研修の実施  

〇 保・幼・小が連携した教育プログラムの検討  

〇 保育所、幼稚園、認定こども園の合同就職説明会の実施  

〇 保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談  

 

2 発達支援の充実  

発達に支援が必要な子どもを乳幼児期から学齢期まで一貫して

支援を行い児童の自立と社会の支援を推進します。  

〇 保・幼・小・中・高が連携した就学相談体制づくり  

〇 発達に特別な支援を必要とする子ども、家庭の支援体制充実  

〇 保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談  
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3 子ども・家庭支援の充実  

幼児期から引き続いて学齢期に向けて一貫して対応し、子どもの

能力、可能性を最大限に伸ばすための幼児教育の充実、学童保育施

設の整備を検討します。  

〇 子育て情報の周知 

〇 子育て支援事業や保育所などの利用にあたっての支援  

○ 地域子育て支援センターでの多世代交流の推進  

〇 地域子育て支援センターの商店街への移転  

〇 3 歳児を対象とした絵本配布事業の実施  

〇 幼少期における社会性発達基盤の確立のための親を対象と  

した研修の実施 

〇 学童クラブ施設の整備  
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文化・スポーツ推進課の主要施策  

 

ライフスタイルの変化や価値観の多様化が進み、心の豊かさや生き

がいのための学習需要は増大してきています。また、核家族化や少子

化の進行などにより、地域コミュニティの希薄化や異なる年代との交

流の機会が減少しています。  

こうした状況を受け、社会教育においては、市民の誰もが自主的、

主体的な「学び」を通して「仲間づくり」や「社会参加」、「世代間の

交流」を実践できる地域社会を確立し、それぞれのライフステージに

応じた心の豊かさを実感できる環境づくりを推進します。  

そのため、市民ニーズに対応したあらゆる世代への学習機会の提供

に努めるとともに、社会教育関係団体等への育成支援と連携を強化し、

スポーツ活動、文化芸術活動の活性化を目指します。  

また、郷土の歴史や地域の伝統文化に誇りや愛着を持つ機会を充実

し、文化財の保護と保存整備に努めます。  

そして、地域や学校、様々な団体との連携により、健やかで豊かな

人間性や志を持ち、たくましく生き抜く力を備えた青少年の育成や性

別や年齢などにとらわれず、誰もが社会のあらゆる活動に参画でき、

自分の個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。 

1 社会教育活動の充実  ※ 1 と４を統合  

市民ニーズの高い講座の提供や、そこで学んだ成果を地域活動に

活かすためのしくみづくりに努めます。また、社会教育団体の自発

的学習活動の活性化や継続に向けた育成支援を図るとともに、団体

等との連携に努めます。  

○ 中央公民館主催講座の充実  

○ 地域の社会教育活動の推進  

○ 社会教育団体に対する活動の支援  

２ 文化施策の振興  

市民が生涯にわたって、文化芸術に触れ、楽しみ、活動できる機

会の充実を図ります。  

○ 指定管理者と連携した魅力的な文化施設の活用と運営  

○ 文化施設間の連携強化  

○ 市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実  
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３ スポーツの振興  

誰でもスポーツに取り組める環境づくりを推進するため、各種団

体や地域と協調してまいります。  

○ スポーツ推進委員や各団体及び庁内関係課と連携した市民のス

ポーツ活動促進  

○ 市民の誰もがスポーツに参加できる環境づくりのため、地域と

スポーツ推進委員が連携をとれる体制づくりの推進  

○ スポーツ推進計画の進捗推進  

4 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実  

地域等と一体となって、青少年の社会参加や交流活動を推進し、

多様な人間関係を形成する機会の充実を図ります。  

○ 青少年育成市民会議や地域、・学校、・家庭との連携と及び各種

事業の推進  

○ 青少年の体験活動・世代間交流事業の実施  

○ 子どもの才能の芽を育む事業の実施  

5 文化財の保護と学習機会の充実  

文化財の保護と保存整備に努め、これらを有効活用し、郷土の歴 

史を学ぶ機会の充実と市民の郷土を愛する気持ちを育てます。  

○ 国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推進  

○ 郷土資料室の常設展の充実および及び企画展の開催  

○ 故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実  

6 男女共同参画社会の実現に向けた取り組みの推進  

誰もが自立し共同参画する環境づくりのため、様々な情報媒体や

機会を活用した情報提供の充実や、事業者及び次代を担う若年層（子

ども、子育て世代）等における学習機会の充実を図り意識啓発に努

めます。  

○ 就学児検診や乳幼児健診等を活用した若年層の現状やニーズ等

の把握及びそれらに基づく新たな施策の策定講座等の企画やツ

ールを活用した啓発活動  

○ 既存の施策や新たな施策に関する情報提供について、対象者に

届く発信・配信方法の検討の充実 

○ 小中学校におけるジェンダー教育に関する授業スキームの検討

の推進 

 



日程 学校名 委員名 集合時間 来賓駐車場 随行

直方第一中学校 中野委員 ９：３０（会議室） あり
駐車券あり・体育館横

直方第二中学校 内藤委員 ９：３０(校長室) あり
駐車券あり・玄関前

直方第三中学校 阿部委員 ９：３０(校長室) あり
駐車券あり・玄関前

植木中学校 篠田委員 ９：３０（校長室） あり
駐車券なし・校門の左側

直方西小学校 篠田委員 ９：４０（校長室） あり
駐車券あり・職員駐車場

新入小学校 阿部委員 ９：３０(会議室) あり
駐車券なし・玄関前

上頓野小学校 内藤委員 ９：４０（校長室） あり
駐車券なし・学童側駐車場

下境小学校 中野委員 ９：３０（会議室） あり
駐車券あり・玄関前

中泉小学校 山本教育長 ９：３０（会議室） あり
駐車券なし・裏門側給食室横

直方南小学校 内藤委員 ９：４０（校長室） あり
駐車券なし・玄関横

直方北小学校 阿部委員 ９：３０(校長室) あり
駐車券なし・体育館前

感田小学校 安永部長 ９：１０(校長室) あり
駐車券なし・玄関前

福地小学校 中野委員 ９：３０（会議室） あり
駐車券なし・正門側駐車場

植木小学校 篠田委員 ９：２０（会議室） あり
駐車券なし・正門側駐車場

直方東小学校 山本教育長 ９：３０（会議室） あり
駐車券あり・プール横

※集合時間の５分前までに到着方お願いします。

令和３年度小・中学校卒業式出席（案）

３月１０日（木）

３月１５日（火）

※太字は退職校長の学校です。

※卒業式の開始時間は、感田小学校のみ９：３０からです。その他１４校は、１０：００となります。

３月１６日（水）

資料10 



直方市教育委員会
日 曜 直方市 学校行事 振替

1 火 ◎定例校長会議（１5：3０～503、504） お茶会(新)

2 水
お別れ集会(南 西 福 中)　委員会活動(西)
夢授業(一)

中央研修報告会③

3 木
お茶会（北）お別れ集会(下 植小) 委員会活動(下 東)
三中・植中校区保幼小連絡会 職員会議(中)
薬物乱用防止教室(南)

4 金 お別れ集会(北 新 感 上 下) お茶会(中)

5 土

6 日

7 月

8 火 県立学校入学者選抜試験～9日

9 水 職員会議(感) 送る会(一 二 三 植中)

10 木
◎中学校卒業式
２年次研究員修了式(16:00～501)

11 金
第2回教育研究所運営委員会（16:00～501）

委員会活動(東)

12 土

13 日

14 月 職員会議(一)

15 火 ◎小学校卒業式(西、新、上、下、中) 学力向上推進拠点校指定事業第３回担当者連絡協議会

16 水
◎小学校卒業式(南、北、感、福、植、東)
県立学校合格発表

県立学校合格発表

17 木

18 金 教育研究所運営委員会予定(15:00～808) 暴力団排除教室(二) 職員会議(一)

19 土

20 日

21 月 春分の日 春分の日

22 火 給食終了(小)
大掃除(中 東)
小中連絡会(一中校区 植木中校区)

23 水 給食終了(中) 大掃除(上 三 植中)

24 木 修了式 職員会議(新 下 福 植小 一 三 植中)

25 金
◎臨時校長会議(予定)

職員会議(東)

26 土

27 日

28 月 長期研修合同説明会・長期社会体験研修報告会【県センター】

29 火

30 水

31 木
◎臨時校長会議(予定)
◎退職教職員辞令交付式 (予定)
◎転入・新任管理職、新任主幹教諭等の服務宣誓式 (予定)

北九州教育事務所・教育センター等

備
　
　
考

令和３年度　３月行事予定


